
株式会社フィールアブロード 旅行条件書 (手配旅行)

※本旅行条件書は旅行業法第 12条の 4に定める「取引条件説明書面」および同法第 12条の 5に定める「契

約書面」の一部となります。ご契約の際には、必ずご一読の上同意いただきますよう御願いいたします。

１、 手配旅行契約

(1) この旅行は、株式会社フィールアブロード(東京都知事登録旅行業 第 3-3563 号 以下当

社)が、手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約（以下

「旅行契約」といいます。）を締結することになります。

（2） 「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、運送・宿泊機関等が提供する運送・宿泊

その他旅行に関する旅行サービス（以下「サービス」といいます。）の予約手配･変更・取消

し等を受けられるように手配することを引き受ける契約をいい、自らサービスの提供をする

ものではありません。

（3） お客様のご希望に基づいて旅行を企画作成の上、上記と同様な予約手配・変更・取り消

し等を引き受ける場合、「企画手配旅行」に該当しますので、別途費用を承ります。

なお、当旅行条件書に記載のない事項につきましては、当社旅行業約款（手配旅行契

約の部）に定めるところによります。

（4）当社が善良な管理者の注意をもってサービスの手配をした時、旅行契約に基づく当社の

債務の履行は終了します。従いまして、満員、休業、条件不適当等の事由により、運

送・宿泊機関等との間でサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、

当社がその義務を果たした際、お客様には、当社に対し当社所定の旅行業務取扱料金

（以下「取扱料金」といいます。）をお支払いいただきます。

（5）本旅行条件書に定めのない内容・条件については、サイトに記載される内容に従うもの

とします。なお、サイトに記載される内容に変更が生じた時は、 ご出発前に電子メール

等で送付する確定書面（以下「旅行日程表」といいます。）に従うものとします。

２、 旅行代金とは

（1） 「旅行代金」とは、当社がサービスを手配するために運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機

関等 に対して支払う費用および当社所定の旅行業務取扱料金（変更手続料金および取

消手続料金を除く）をいいます。また、日本出発時の空港施設使用料や現地空港諸税等

は別途お支払いいただきます。

（2） 旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動 その他

の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、 当該旅行代金を変更することがありま

す。 この場合において、旅行代金の増額または減額は、お客様に帰属するものとします。

３、 旅行申込・契約の成立時期

（1） 当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社サイトよりよりお申し込みいただけます。

（2） 旅行代金の決済手段は同サイトよりご予約されたご本人様及びご本人が承認された

クレジットカード決済もしくは銀行振込 が選択いただけます。



（3）旅行契約は、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で配信する通

知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)

に成立するものとします。

（4） 当社は、書面による特約をもって、申込金の収受を受けることなく契約の締結の承諾の

みにより手配旅行契約を成立させることがあります。 この場合において、旅行契約の成

立時期は、書面に記載した年月日とします。

（5） 申込金の収受をした場合、旅行代金の一部として残金請求の際に精算をいたします。た

だし、申込金が旅行代金を超える場合には、旅行代金を上限とします。

（6） 当社のサービスは、運送サービスまたは宿泊サービス等の手配のみを目的とする旅行契

約（企画手配旅行契約を除きます。）であって旅行代金と引換えに当該サービスの提供を

受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付け

ることがあります。この場合、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するも

のとします。

４、 お申込の条件

（1） お申込時点で未成年の方は、親権者の同意書が必要となります。

（2） 70 歳以上の方、妊産婦の方、補助犬使用の方、その他現在健康を損なう、もしくはお体

の不自由な方で特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し込み時に必ず当社にお

申し出ください。

なお、お客様からのお申出により、当社がお客様のために講じた特別な配慮に要する費

用はお客様の負担とします。

（3） その他、当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りする場合もあります。

５、 旅行代金の支払い

旅行代金は、書面に記載された期日までに、お客様がご選択された方法にてお支払いいただ

きます。

６、 お客様の責任

（1） お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠

償していただきます。

（2） ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の

作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。

当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責

任は負いません。

尚、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にか

かわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。

（3） 渡航先（国または地域）の衛生状況については厚生労働省「海外渡航者のための感染症

情報」ホームページでご確認ください。

（4） 渡航先（国または地域）によっては外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連

情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は外務省「海外安全ホームペー

ジ」などでご確認ください。

http://www.forth.go.jp/
http://www.forth.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/


（5） より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行障

害保険に必ずご加入されることをお勧めします

７、 個人情報の取扱について

（1） 業務の遂行に必要な範囲で、お客様の登録情報を利用します。それら以外の他の目的に

利用することはありません。当社における具体的な個人情報の利用目的は、運送・宿泊

機関等がご提供するサービスの手配、当社が取り扱う商品等の案内など当社が提供す

るサービス等をより充実したものにするために利用します。

（2） 企業としての社会的責任を認識し、個人情報に関する法令等を遵守し、保護、管理するこ

とが当社の事業活動を行う上で最重要事項であると認識し、個人情報保護の確実な履行

に努めます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

８、 契約の変更および解除

（1） ご契約後にサービス内容その他の旅行契約の内容の変更する場合には、規定の変更料

を申し受けます。なお、サービス内容によっては、ご予約を一旦取消後再予約になります。

予約取消については規定の取消料を申し受けます。

・航空券の変更・取消のお手続きならびに変更料・取消料は、こちらよりご確認ください。

（2） 発券後の航空券を取消される場合

PEX 航空券（正規割引航空券）やノーマル航空券は、航空会社規定の取消料ならびに(1)

に定めた当社の取消料を合算して申し受けます。

（3） お客様は、規定の取消料をお支払いただくことにより、契約を解除することができます。

（4） その他契約が解除されるのは、以下の場合となります。

イ．お客様の責に帰すべき解除

契約書面で記載した旅行代金のお支払い期限を越えた場合。

ロ．当社の責に帰すべき解除

お客様は、当社の責に帰すべき事由によりサービスの手配が不可能となった時は、旅行

契約を解除することができます。 この場合、当社はお客様がすでにその提供を受けた

サービスの対価として、航空会社・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支

払わなければならない費用を除いて、すでに収受した旅行代金をお客様に払い戻します。

９、 当社の責任

（1） 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者が故意また

は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。

ただし、損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対して請求があった場合に限り

ます。

（2） 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害

発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、 海外旅行にあっては21日

以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1名につき 15 万円を限度（当社に

故意又は重大な過失がある場合を除きます。）として賠償します。

（3） 免責事項

http://www.feelabroad.co.jp/policy.html
http://www.feelabroad.co.jp/condition.html


お客様が、当社および手配代行者に故意および過失のない以下に例示するような事

由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。

１． 天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ等により出発便が取り消された、ま

たは搭乗を拒否された場合。

２． 航空会社の過剰予約受付（オーバーブッキング）により、予約を取り消された、また

は搭乗を拒否された場合。

３． お客様がご出発（帰路便）の 72 時間前までに予約の再確認(リコンファーム)および出

発時刻の確認を怠ったため、予約を取り消され航空券が無効になった場合。

４． お客様が搭乗受付時間に遅れて搭乗できなかった場合。

５． お客様が航空券等の紛失および盗難に遭われた場合。

６． お客様が当社から電子メールにて配信した契約内容に関する重要なお知らせを開封

しなかった場合。かつ、取消料等が発生した場合。

７． その他、当社および手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場

合。

１０、 特別保障規定の不適用

当手配旅行契約については、特別保障規定の適用はありません。

１１、 旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件も基準日と旅行代金の基準日は、弊社がお客様に予約内容をメール又は書面で

提示した日とします。


